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示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
度
地
籍

調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称
及
び
調
査
区
域

名　
　

称

調　
　
　
　

査　
　
　
　

区　
　
　
　

域

石
巻
市

開
北
一
丁
目
等
四
単
位
区
域

気
仙
沼
市

本
吉
町
上
川
内
の
一
部
等
二
単
位
区
域

白
石
市

大
平
中
目
字
穴
田
前
等
三
十
一
単
位
区
域

大
平
中
目
字
灰
場
等
八
単
位
区
域

大
平
森
合
字
内
田
前
等
四
十
五
単
位
区
域

大
平
森
合
字

山
等
六
単
位
区
域

小
下
倉
等
四
十
一
単
位
区
域

大
崎
市

古
川
清
滝
字
逆
沢
等
二
単
位
区
域

古
川
清
滝
字
向
山
等
四
単
位
区
域

柴
田
町

船
迫
字
弁
天
等
四
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

川
崎
町

大
字
小
野
字
黒
森
山
等
一
部
三
単
位
区
域

大
字
今
宿
字
岩
下
山
の
一
部
区
域

大
字
今
宿
字
岩
下
山
等
一
部
四
単
位
区
域

大
字
今
宿
字
薬
師
堂
等
三
単
位
区
域

大
字
今
宿
字
岩
下
山
の
一
部
区
域

大
字
川
内
字
芋
ノ
窪
等
一
部
六
単
位
区
域

二　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

　

平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
漁
業
共
済
に
係
る
加
入
区
の
設
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
表
中

「
区
　
　
　
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
唐
桑
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業
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５
．
大
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
気
仙
沼
地
区
支
所
の
地

区
の
う
ち
大
島
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
棒
受
網

を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

２
．
小
型
定
置
漁
業

３
．
大
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
気
仙
沼
地
区
支
所
の
地

区
の
う
ち
鹿
折
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
気
仙
沼
地
区
支
所
の
地

区
の
う
ち
松
岩
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
棒
受
網

を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

２
．
小
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
気
仙
沼
地
区
支
所
の
地

区
の
う
ち
階
上
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
気
仙
沼
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
）

１
．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

２
．
小
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
唐
桑
支
所
，
気
仙
沼
漁

業
協
同
組
合
及
び
気
仙
沼

遠
洋
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト

ン
以
上
100ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用

し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
大
谷
本
吉
支
所
の
地
区

の
う
ち
本
吉
出
張
所
以
外

の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
大
谷
本
吉
支
所
の
地
区

の
う
ち
本
吉
出
張
所
の
区

域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
気
仙
沼
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
及
び
宮
城
県
漁
業

協
同
組
合
の
大
谷
本
吉
支

所
の
地
区
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

南
三
陸
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
歌
津
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

５
．
大
型
定
置
漁
業

南
三
陸
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
志
津
川
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

５
．
大
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
，
南
三
陸
町
区

域（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
唐
桑
支
所
，
気
仙
沼
地

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
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区
支
所
，大
谷
本
吉
支
所
，

歌
津
支
所
及
び
志
津
川
支

所
の
地
区
）

２
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
以
上
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し

て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
北
上
町
十
三
浜
支
所
の

地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
河
北
町
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
雄
勝
町
東
部
支
所
の
地

区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

４
．
大
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
雄
勝
町
雄
勝
湾
支
所
の

地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

４
．
大
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
北
上
町
十
三
浜
支
所
，
１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

河
北
町
支
所
，
雄
勝
町
東

部
支
所
及
び
雄
勝
町
雄
勝

湾
支
所
の
地
区
）

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
寄
磯
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
前
網
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
寄
磯
支
所
及
び
前
網
支

所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
鮫
浦
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

３
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

５
 ．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
谷
川
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業
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石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
泊
浜
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

３
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

５
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
牡
鹿
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
鮎
川
浜
及
び

十
八
成
浜
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
牡
鹿
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
新
山
浜
の
区

域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
主
と
し
て
敷
網
及
び
釣
り
に

よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
牡
鹿
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
網
地
島
支
所
の
地
区
）

１
．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

４
．
大
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

の
表
浜
支
所
の
地
区
）

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
を
使
用
し
て
あ
な
ご
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
網
地
島
支
所
及
び
表
浜

支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
石
巻
市
東
部
支
所
の
地

区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ラ
ン
プ
網
を
使
用
し
て
小
女
子

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
以
上
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ラ
ン
プ
網
を
使
用

し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

６
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁

業

７
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁

業

８
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
す
く
い
網
を
使
用
し
て
行
う
漁

業

９
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

８
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

10．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
石
巻
地
区
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業
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４
．
小
型
定
置
漁
業

を

５
．
大
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
石
巻
湾
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
石
巻
市
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
渡
波
漁
船
漁
業
協
同
組

合
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
女
川
町
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
以
上
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し

て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

４
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

６
．
小
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
女
川
町
支
所
の
地
区
の

う
ち
竹
浦
の
区
域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
１
．
大
型
定
置
漁
業

の
女
川
町
支
所
の
地
区
の

う
ち
桐
ケ
崎
の
区
域
）

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
女
川
町
支
所
の
地
区
の

う
ち
横
浦
の
区
域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
女
川
町
支
所
の
地
区
の

う
ち
塚
浜
の
区
域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
女
川
町
支
所
の
地
区
の

う
ち
江
島
の
区
域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
女
川
町
支
所
の
地
区
の

う
ち
出
島
及
び
寺
間
の
区

域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
北
上
町
十
三
浜
支
所
，

河
北
町
支
所
，
雄
勝
町
東

部
支
所
，
雄
勝
町
雄
勝
湾

支
所
，
寄
磯
支
所
，
前
網

支
所
，
谷
川
支
所
，
泊
浜

支
所
，
鮫
浦
支
所
，
網
地

島
支
所
，
表
浜
支
所
，
石

巻
市
東
部
支
所
，
石
巻
地

区
支
所
，
石
巻
湾
支
所
，

牡
鹿
漁
業
協
同
組
合
及
び

石
巻
市
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
以
上
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し

て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
及
び
女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
女
川
町
支
所
，
石
巻
地

区
支
所
及
び
石
巻
市
漁
業

協
同
組
合
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト

ン
以
上
100ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用

し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

東
松
島
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
矢
本
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

東
松
島
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
鳴
瀬
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業
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３
．
小
型
定
置
漁
業

東
松
島
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
宮
戸
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

東
松
島
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
宮
戸
西
部
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

松
島
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
松
島
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

塩
釜
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
塩
釜
市
浦
戸
東
部
支
所

の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
主
と
し
て
刺
網
を
使
用
し
て
白

魚
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
主
と
し
て
刺
網
を
使
用
し
て
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
，
２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

３
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

５
．
小
型
定
置
漁
業

塩
釜
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
塩
釜
市
浦
戸
支
所
の
地

区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

塩
釜
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
塩
釜
市
第
一
支
所
の
地

区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

塩
釜
市
区
域

（
塩
釜
市
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の

う
ち
要
害
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の

う
ち
東
宮
浜
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の

う
ち
代
ヶ
崎
浜
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の

う
ち
吉
田
浜
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の

う
ち
花
渕
浜
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
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と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の

う
ち
菖
蒲
田
浜
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の

う
ち
松
ヶ
浜
湊
浜
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

塩
釜
市
及
び
七
ヶ
浜
町
区

域（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
及
び
塩
釜

地
区
機
船
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト

ン
以
上
100ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用

し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

仙
台
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
仙
台
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

名
取
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
閖
上
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
及
び
名
取
市
区

域（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
町
支
所
及
び
閖

上
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

亘
理
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
亘
理
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
主
と
し
て
底
び
き
網
を
使
用
し

て
行
う
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

山
元
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
山
元
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
か
れ
い
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
し
ゃ
こ
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
又
は
籠
を
使
用
し
て
か
に

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
さ
け
又
は
ま

す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

６
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
す
け
と
う
だ

ら
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

７
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
あ
か
が

い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

８
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
こ
だ
ま

が
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

９
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
う
ば
が

い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

10 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
を
使
用
し
て
あ
な
ご
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

11 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
又
は
籠
を
使
用
し
て
た
こ

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

12 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

11に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

13．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
，
女
川
町
，
東
松

島
市
及
び
塩
釜
市
区
域

（
宮
城
県
沖
合
底
び
き
網

漁
業
協
同
組
合
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
50ト

ン
以
上
100ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使

用
し
て
行
う
漁
業

石
巻
市
，
女
川
町
，
塩
釜

市
及
び
名
取
市
区
域

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁

業
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（
宮
城
県
近
海
底
曳
網
漁

業
協
同
組
合
の
地
区
）

２
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
以
上
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用

し
て
行
う
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
以
上
50ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用

し
て
行
う
漁
業

」

「
区
　
　
　
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
唐
桑
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

３
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

５
．
小
型
定
置
漁
業

６
．
大
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
気
仙
沼
地
区
支
所
の
地

区
の
う
ち
大
島
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
棒
受
網

を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

２
．
小
型
定
置
漁
業

３
．
大
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
気
仙
沼
地
区
支
所
の
地

区
の
う
ち
鹿
折
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
気
仙
沼
地
区
支
所
の
地

区
の
う
ち
松
岩
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
棒
受
網

を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

２
．
小
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

の
気
仙
沼
地
区
支
所
の
地

区
の
う
ち
階
上
の
区
域
）
２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
気
仙
沼
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
）

１
．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

２
．
小
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
唐
桑
支
所
，
気
仙
沼
漁

業
協
同
組
合
及
び
気
仙
沼

遠
洋
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト

ン
以
上
100ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用

し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
大
谷
本
吉
支
所
の
地
区

の
う
ち
本
吉
出
張
所
以
外

の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
大
谷
本
吉
支
所
の
地
区

の
う
ち
本
吉
出
張
所
の
区

域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
区
域

（
気
仙
沼
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
及
び
宮
城
県
漁
業

協
同
組
合
の
大
谷
本
吉
支

所
の
地
区
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

南
三
陸
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
歌
津
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
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３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

３
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

５
．
小
型
定
置
漁
業

６
．
大
型
定
置
漁
業

南
三
陸
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
志
津
川
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

３
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

５
．
小
型
定
置
漁
業

６
．
大
型
定
置
漁
業

気
仙
沼
市
，
南
三
陸
町
区

域（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
唐
桑
支
所
，
気
仙
沼
地

区
支
所
，
大
谷
本
吉
支

所
，
歌
津
支
所
及
び
志
津

川
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
以
上
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し

て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
北
上
町
十
三
浜
支
所
の

地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
河
北
町
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

　
 業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
雄
勝
町
東
部
支
所
の
地

区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

５
．
大
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
雄
勝
町
雄
勝
湾
支
所
の

地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

４
．
大
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
北
上
町
十
三
浜
支
所
，

河
北
町
支
所
，
雄
勝
町
東

部
支
所
及
び
雄
勝
町
雄
勝

湾
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
寄
磯
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業
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４
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
前
網
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
寄
磯
支
所
及
び
前
網
支

所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
鮫
浦
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

４
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

６
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
谷
川
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
泊
浜
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

４
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

６
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
牡
鹿
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

５
．
大
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
網
地
島
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
，
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

５
．
大
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
表
浜
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
を
使
用
し
て
あ
な
ご
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

３
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
，
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使
用
し
て
い
さ
だ
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
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的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

に

５
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
網
地
島
支
所
及
び
表
浜

支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
石
巻
市
東
部
支
所
の
地

区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ラ
ン
プ
網
を
使
用
し
て
小
女
子

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
以
上
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ラ
ン
プ
網
を
使
用

し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

６
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁

業

７
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁

業

８
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
す
く
い
網
を
使
用
し
て
行
う
漁

業

９
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

８
に
掲
げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

10．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
石
巻
地
区
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

５
．
大
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

の
石
巻
湾
支
所
の
地
区
）
２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
石
巻
市
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
渡
波
漁
船
漁
業
協
同
組

合
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
女
川
町
支
所
の
地
区

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
以
上
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し

て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
船
び
き
網
又
は
す
く
い
網
を
使

用
し
て
い
さ
だ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
漁
業

６
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

５
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

７
．
小
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
女
川
町
支
所
の
地
区
の

う
ち
竹
浦
の
区
域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
女
川
町
支
所
の
地
区
の

う
ち
桐
ケ
崎
の
区
域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業
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女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
女
川
町
支
所
の
地
区
の

う
ち
横
浦
の
区
域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
女
川
町
支
所
の
地
区
の

う
ち
塚
浜
の
区
域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
女
川
町
支
所
の
地
区
の

う
ち
江
島
の
区
域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
女
川
町
支
所
の
地
区
の

う
ち
出
島
及
び
寺
間
の
区

域
）

１
．
大
型
定
置
漁
業

石
巻
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
北
上
町
十
三
浜
支
所
，

河
北
町
支
所
，
雄
勝
町
東

部
支
所
，
雄
勝
町
雄
勝
湾

支
所
，
寄
磯
支
所
，
前
網

支
所
，
谷
川
支
所
，
泊
浜

支
所
，
鮫
浦
支
所
，
網
地

島
支
所
，
表
浜
支
所
，
石

巻
市
東
部
支
所
，
石
巻
地

区
支
所
，
石
巻
湾
支
所
，

牡
鹿
漁
業
協
同
組
合
及
び

石
巻
市
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
以
上
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し

て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

石
巻
市
及
び
女
川
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
女
川
町
支
所
，
石
巻
地

区
支
所
及
び
石
巻
市
漁
業

協
同
組
合
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト

ン
以
上
100ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用

し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

東
松
島
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
矢
本
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

東
松
島
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
鳴
瀬
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

東
松
島
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
宮
戸
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

東
松
島
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
宮
戸
西
部
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

松
島
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
松
島
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

塩
釜
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
塩
釜
市
浦
戸
東
部
支
所

の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
主
と
し
て
刺
網
を
使
用
し
て
白

魚
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
主
と
し
て
刺
網
を
使
用
し
て
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
，
２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

３
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

５
．
小
型
定
置
漁
業

塩
釜
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
塩
釜
市
浦
戸
支
所
の
地

区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

塩
釜
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
塩
釜
市
第
一
支
所
の
地

区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業
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塩
釜
市
区
域

（
塩
釜
市
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の

う
ち
要
害
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の

う
ち
東
宮
浜
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の

う
ち
代
ヶ
崎
浜
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の

う
ち
吉
田
浜
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の

う
ち
花
渕
浜
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

３
  ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の

う
ち
菖
蒲
田
浜
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
並
び
に
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
の
地
区
の

う
ち
松
ヶ
浜
湊
浜
の
区
域
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

塩
釜
市
及
び
七
ヶ
浜
町
区

域（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
支
所
及
び
塩
釜

地
区
機
船
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト

ン
以
上
100ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用

し
て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

仙
台
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
仙
台
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

名
取
市
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
閖
上
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
に
掲

げ
る
漁
業
及
び
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁

業
以
外
の
漁
業

３
．
小
型
定
置
漁
業

七
ヶ
浜
町
及
び
名
取
市
区

域（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
七
ヶ
浜
町
支
所
及
び
閖

上
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
敷
網
を
使
用
し
て
小
女
子
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

宮　　城　　県　　公　　報



第2462号　平成25年６月４日　火曜日 （14）

改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。　　
　
　

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類

　
　

ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

　
　

牛
（
黒
毛
和
種
）

三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数

　
　

患
畜　

一
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域

　
　

登
米
市

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日

六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
一
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工 

事 

完 

了 

年 

月 

日

江
合
川
右
岸

か
ん
が
い
排
水
事
業

平
成
二
十
五
年
四
月
三
十
日

亘
理
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
亘
理
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
主
と
し
て
底
び
き
網
を
使
用
し

て
行
う
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
及
び

２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

４
．
小
型
定
置
漁
業

山
元
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

の
山
元
支
所
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て
さ
ん
ま
を

と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

２
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
か
れ
い
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
し
ゃ
こ
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

４
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
又
は
籠
を
使
用
し
て
か
に

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

５
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
さ
け
又
は
ま

す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

６
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
す
け
と
う
だ

ら
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

７
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
あ
か
が

い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

８
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
こ
だ
ま

が
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

９
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し
て
う
ば
が

い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

10 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
を
使
用
し
て
あ
な
ご
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

11 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
又
は
籠
を
使
用
し
て
た
こ

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

12 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，
１
か
ら

11に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

13 ．
小
型
定
置
漁
業

石
巻
市
，
女
川
町
，
東
松

島
市
及
び
塩
釜
市
区
域

（
宮
城
県
沖
合
底
び
き
網

漁
業
協
同
組
合
の
地
区
）

１
 ．
総
ト
ン
数
50ト

ン
以
上
100ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使

用
し
て
行
う
漁
業

石
巻
市
，
女
川
町
，
塩
釜

市
及
び
名
取
市
区
域

１
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
主
と
し
て
底
び
き
網
を
使
用
し

て
行
う
漁
業

（
宮
城
県
近
海
底
曳
網
漁

業
協
同
組
合
の
地
区
）

２
 ．
総
ト
ン
数
10ト
ン
以
上
20ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用

し
て
行
う
漁
業

３
 ．
総
ト
ン
数
20ト
ン
以
上
50ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用

し
て
行
う
漁
業

」
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（15）　平成25年６月４日　火曜日 第2462号

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

馬
場
只
越
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

気
仙
沼
市
唐
桑
町
只
越
二
一
〇
番
二
地
先
か

ら同
市
唐
桑
町
只
越
六
番
四
地
先
ま
で

前
Ａ
　

五
・
〇
〜

 

八
・
八

七
八
三
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ
　

五
・
〇
〜

 
八
・
八

七
八
三
・
〇

一
四
・
三
〜

 

五
六
・
三

八
六
〇
・
〇

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１ 　

調
達
案
件
及
び
数
量　

宮
城
県
工
事
管
理
シ
ス
テ
ム
機
器
設
備
等
提
供
、
導
入
・
設
定
作
業
及
び
保
守
業
務　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日

　

４　

履
行
場
所　

宮
城
県
行
政
庁
舎
内
ほ
か

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項

　

１ 　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２ 　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
入
札
書
提
出
時
ま
で

に
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３ 　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の

申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４ 　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

５ 　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更

生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６ 　

公
告
の
日
か
ら
落
札
決
定
の
日
ま
で
の
間
に
宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の

措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ
と
。

　

７ 　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

 　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関

わ
り
を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
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者
」
と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８　

入
札
時
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
認
証
制
度
の
い
ず
れ
か
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。

　
　

㈠　

Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
適
合
性
評
価
制
度
（
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）

　
　

㈡　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
制
度

　

９ 　

過
去
二
年
以
内
に
公
共
機
関
と
情
報
シ
ス
テ
ム
の
開
発
又
は
運
用
保
守
に
係
る
業
務
委
託
契
約
（
契
約
額
二
千

万
円
以
上
に
限
る
。）
を
履
行
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
（
運
用
保
守
で
複
数
年
契
約
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
契
約
締
結
後
一
年
以
上
経
過
し
て
い
る
も
の
を
含
む
。）。

　

10 　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限　

宮
城
県
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入

札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇

－
八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一

号　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
に
申
請
す

る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１ 　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ

せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇

－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課　

工
事
契
約
班
（
電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
三
三
六
）

　

２　

入
札
説
明
書
及
び
入
札
参
加
申
請
書
の
交
付
期
限

　
　

㈠ 　

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
（
火
）
か
ら
同
年
七
月
二
日
（
火
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正

午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。）
と
す
る
。

　
　

㈡　

入
札
書
説
明
書
及
び
入
札
参
加
申
請
書
の
交
付
方
法　

１
に
お
い
て
配
布
す
る
。

　

３　

入
札
参
加
資
格
の
確
認
等

　
　

 　

入
札
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
書
類
（
２
に
よ
り
配
布
す
る
様

式
に
よ
る
。）
を
持
参
の
上
提
出
し
、
こ
の
業
務
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
及
び
資
格
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
参
加
申
請
書
類
等
の
提
出
期
限
及
び
提
出
場
所
等

　
　

㈠　

平
成
二
十
五
年
七
月
二
日
（
火
）
の
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

提
出
場
所　

１
と
同
じ
。

　

５　

入
札
参
加
資
格
の
審
査
等

　
　

㈠　

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
込
み
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
そ
の
結
果
を
通
知
す
る
。

　
　

㈡ 　

入
札
参
加
資
格
有
資
格
者
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
書
面
で
問
い
合
わ
せ
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

㈢ 　

㈡
の
説
明
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
三
の
１
に
記
載
の
担
当
課
へ
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

６　

入
札
書
の
提
出
期
限
及
び
場
所　

　
　

㈠　

日
時　

平
成
二
十
五
年
七
月
十
六
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡ 　

郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
し
、配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て
提
出
期
限
ま
で
到
達
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
７
の
開
札
日
の
日
時
ま
で
と
す
る
。

　
　

㈢　

提
出
場
所　

１
と
同
じ
。

　
　

㈣　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

７　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

平
成
二
十
五
年
七
月
十
七
日
（
水
）
午
前
十
一
時
（
午
前
十
時
五
十
分
開
場
）

　
　

㈡　

場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階　

第
一
入
札
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１ 　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２ 　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
並
び
に
入
札
保
証
金
の
免
除

の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４ 　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
求

め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５ 　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
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消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か

免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に

記
載
す
る
こ
と
。

　

６ 　

落
札
者
の
決
定
方
法　

本
公
告
に
示
し
た
業
務
を
履
行
で
き
る
と
知
事
が
判
断
し
た
入
札
者
で
あ
っ
て
予
定
価

格
を
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

　

７　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

８　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

９　

申
請
書
等
の
作
成
に
関
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

10 　

こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
地
方
自
治
法
施
行

令
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
た
長
期
契
約
対
象
業
務
と
し
て
複
数
年
度
に
亘
る
履
行
期
間
の
契
約
締
結
を
行
う
。
こ

の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
に
つ
い
て
翌
年
以
降
の
歳
出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
時
は
、
契
約
書
の
定
め
に
よ
り

契
約
を
解
除
す
る
。

　

11　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　

Sum
m
ary

　

１
 　

Item
s/Service Required : Provision of devices, installation, configuration and m

aintenance of 

a construction-related operations system
 for the M

iyagi Prefectural Governm
ent -1 set

　

２

 　

Period of Contract : From
 the contract conclusion date to D

ecem
ber 31, 2018

　

３

 　

Place of D
elivery : M

iyagi Prefectural Governm
ent O

ffice and other locations

　

４

　

D
eadline for Bids : T

uesday, July 16, 2013, 5
:00 p.m

.

　

５

 　

C
ontact Inform

ation : C
onstruction C

ontract Section, G
overnm

ent C
ontract D

ivision, 

T
reasury D

epartm
ent, M

iyagi Prefectural Governm
ent, 3-8-1 H

oncho, A
oba-ku, Sendai, M

iyagi 

980-8570 Japan T
el.: 022-211-3336

　

６

　

Language and Currency U
sed in Contract Procedures : Japanese and Japanese yen only

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
二
号

 　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

庄　
　

子　
　

晃　
　

子　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
五
年
六
月
十
一
日　

午
前
十
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　

１　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

２　

宮
城
県
産
業
教
育
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

３　

高
等
学
校
入
学
者
選
抜
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

　

１ 　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
十
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望
者
に
対
し
て

行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
合
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
六
一
一
）
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